
さぬき動物愛護センター会計年度任用職員募集案内 

 

譲渡動物の飼養管理や訓練、診療の助手、その他センター運営に係る補助業務等をしていた

だく会計年度任用職員（フルタイム）を募集します。 

 

１ 業 務 内 容 

・さぬき動物愛護センター(高松市東植田町 1202-1)における譲渡動物の飼養管理や訓練、診療

の助手等 

・その他、センター運営に係る補助業務等（来客・電話対応、イベント等広報活動、パソコン 

による書類作成・入力など） 

２ 雇 用 期 間 

・令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 *年度ごとの更新あり（再度の任用の回数には制限があります。）任期更新については、任用  

期間中の勤務実績に基づき、更新の有無を決定します。 

＊採用後、1か月間は地方公務員法第22条の条件付採用となります（雇用条件に変更はあり 

ません）。 

３ 勤 務 条 件 

 ・週休２日制、土日・祝日・年末年始の交代勤務あり。 

・勤務時間 午前８時 30分～午後５時15分 

４ 報 酬 月 額 

・227,349円～234,367円 

・通勤手当は、公共交通機関利用の場合最も長い期間の定期券の額等が、自動車等による通勤

の場合月額30,700円を上限に、通勤距離や通勤回数に応じた額が支給されます。 

・任期が６か月以上で、かつ、週当たりの勤務時間が 15時間30分以上の場合、期末手当及び 

 勤勉手当の支給対象になります（在職期間に基づく割落としあり。）。 

 ※手当等は、今後の給与改定等により変更となる場合があります。 

５ 募 集 期 間 

・令和８年１月23日（金）～２月 10日（火）午後５時まで必着 

６ 募集人員数 

・フルタイム ３名 

７ 応 募 資 格 

 次の条件を全て満たす方 

ア 学校教育法による高等学校以上を卒業した方若しくは令和８年３月までに卒業する見込

みの方 

イ ①～③のいずれかに該当する方 

① 愛玩動物飼養管理士、トリマー等の公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験

によって得られた資格を有する方。 

② 犬や猫の「保管」又は「訓練」に係る知識及び技術について 1 年以上教育する学校法人

（学校教育法第１条に掲げる学校、専修学校及び各種学校）やその他教育機関を卒業して

いる方 

③ 第1種動物取扱業の種別で「保管」又は「訓練」の登録事業所で半年以上の従事経験の

ある方 

ウ 普通自動車運転免許を有する方（ＡＴ限定可） 

  ※地方公務員法第16条の欠格条項に該当する場合、地方公務員としては採用できません。 

 



８ 応 募 方 法 

・ハローワークを通じて、さぬき動物愛護センターへ応募してください。 

・履歴書はホームページに掲載している様式を使用してください。 

 

９ 選考の方法 

・書類選考及び面接で行います。 

・選考の場所：さぬき動物愛護センター（高松市東植田町1202-1） 

・選考の日時：令和８年２月下旬（予定） 

 

10 求人条件特記事項 

・採用後、一か月間は地方公務員法第 22 条の条件付採用となります。（雇用条件に変更はあ

りません） 

・無料駐車場あり 


